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児童の登下校について（お願い） 

 

臨時休業措置終了後の児童の登下校については以下のとおりです。 

 

 

１ 登校時 

〇集団登校を実施します。 

 ・班の集合（合流）場所と時刻をご確認ください。 

 

２ 下校時 

〇１月１５日（金）までの期間は、一斉下校を行います。 

１月１９日（火）以降は、通常の下校になります。 

・下校開始時刻は１６時０５分です。 

  ※子供たちが学級を出る時刻をそろえることで、同じ方面に向かう子供たちがな

るべく一緒に帰宅できるよう配慮します。 

 

３ 保護者による登下校支援が必要な場合 

〇登校時の登校支援 

・諸事情で保護者による登校支援を行う場合には、集団登校班の保護者間で連絡をお

取りいただき、対応を共通理解していただきますようお願いします。班内に取り残さ

れる子供が出ないようご配慮ください。 

〇下校時の登校支援 

・保護者の迎え等で下校させる場合には、連絡帳への記入や電話連絡等で、事前に学 

校にご連絡ください。 

 〇自家用車使用の場合 

・保護者による登下校支援で自家用車を使用される場合は、徒歩での登下校中の児童

の安全確保に十分ご配慮ください。また、学校駐車場やスモークなお駐車場を効果的

にご利用ください。 


